
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 農用地の一時貸付に係る事業参加資格の認定 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

土地改良法 

第３条第３項 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

（土地改良事業に参加する資格） 

第三条 略 

２ 略 

３ 前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省

令で定める事由によって当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むこと

ができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務

の目的に供した場合において、農業委員会が、政令で定めるところにより、そ

の賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、こ

れを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づ

き耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。 

 

【その他の基準となる法令、通知等】 

〇土地改良法施行規則 

（一時耕作の場合の自作不能の事由） 

第五条 法第三条第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 

一 就学 

二 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務

を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの 

審 査 基 準 

設定年月日 
年  月  日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（７日） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
年  月  日 

標準処理期間

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  農業委員会事務局 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 


